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No.330
子ども・若者の貧困～貧困の連鎖を断つために～

7月25日（金）13：30～15：30
「現場から見る子どもの貧困対策」

 
講師 :  有田いず美（ありたいずみ）さん

 
認定特定非営利活動法人カタリバ

ユースセンタードメイン
アダチベースノース拠点責任者

参加費：１，０００円（会員は無料）

「（仮）青少年の生きづらさと闇バイト～貧困と孤独が襲うネット社会～」

講 師：田崎基さん（「ルポ特殊詐欺」著者・元新聞記者） 
日 時：2025年 9月27日（土） 午後1時30分～3時30分
会 場：アルカディア市ヶ谷 7階 妙高
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アルカディア市ヶ谷（私学会館）

千代田区九段北４－2－25 TEL 03-3261-9921

ＪＲ中央線・有楽町線・南北線・新宿線 市ヶ谷駅より
徒歩２分

会 場

7階白根

2009年、厚生労働省が初めて公表した「子どもの貧困率」で、7人に1人の子どもが貧困な状況におかれて
いることが社会に大きな衝撃を与え、2014年に「子どもの貧困対策法」が施行されました。その第５条「地
方公共団体の責務」において、「子どもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況
に応じた施策を策定し及び実する」ことが規定されました。
この法律に基づいて、国や地方自治体は対策に取り組んだはずですが、2022年の時点でも9人に1人の子ど

もが貧困であり、ひとり親世帯でのその割合は半分にも及ぶとされています。
  子どもの貧困に対する対策は、いまだ途上にあります。
今回の月例フォーラムでは、地方自治体から受託を受けて子どもの貧困対策を行っている認定NPO法人から、
その現状と問題点を話して頂き、私たちが今後何ができるかを考えます。
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